
２０２３（令和５）年８月２３日 

農林水産省 消費・安全局 動物衛生課 
沖田 賢治　様 

衛生管理区域に関する質問書 

　貴課におかれましては、平素は畜産業の健全な発展と、畜産農場と地域の共存の

ためご尽力いただきありがとうございます。　　 

　さて現在、奈良県畜産課は、防疫を理由として、京都府木津川市及び京都府警木

津署に対し、奈良県奈良市東鳴川町にある村田養豚場の敷地の間にある木津川市道

「加2092号線」（以下、「本件市道」と言います。）に門扉を設置し常時閉門し

た上で、一般通行者が通行するにあたっては消毒することを認めるよう求めていま

す。なお奈良県畜産課はこの要請の前提として、市道部分が各種法令に適合してい

ないという認識を示す（資料６②）一方、公道を衛生管理区域に含めることについ

ては、国（貴課）から了解を得ているとたびたび主張しています。そのため、木津

川市・木津署としては、奈良県畜産課の要請を、貴課の了解を得た上での所管官庁

による専門的判断（資料６①）と受け止め、一定程度尊重せざるを得ない状況と

なっています（資料５）。しかし木津川市及び木津署は、本件市道を通行する一般

通行者に対し、消毒や仮通路を強制することを一切認めていません（資料4 ）。 

　なお本件市道の通行が事実上著しく制限され、自由通行が不可能となっている現

状（資料９）については、２０２３年３月と４月に京都新聞で取り上げられたほか

（資料７・８）、木津川市の２０２３年６月議会の一般質問で取り上げられるな

ど、地元地域における関心がますます高まっています。そこで、事実関係を確認す

るため、下記質問（次頁）につきご回答をお願いいたします。すべての質問に「は

い」か「いいえ」でお答えの上、必要がある場合は補足説明を付記してください。

ご回答については、同封の返信用封筒にて、２０２３年９月１３日までに必ずご返

送ください。 
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記 

１ 　現行飼養衛生管理基準（２０２１年１０月以降）以前は、公道を衛生管理

区域に含めることができるのみならず、公道を通行する一般通行者に対し消

毒や防護服の着用を求めることが可能でしたか？　（参考：資料１の２枚目

①、資料６①） 

２ 　奈良県食と農の振興部、阪口次長（元畜産課長）は、２０２３年１０月以

降、２０２３年１１月９日より前に、電話で貴課に問い合わせたところ、口

頭で「現在、公道は衛生管理区域外という扱いになるが、（村田養豚場につ

いては）少なくとも防護柵により衛生管理区域は守られており、現在のまま

で野生動物の侵入を防ぐことはできている。区域と境界の明示化、従事者等

以外の侵入防止という管理基準の本旨に適合しているものであれば、扉は常

時閉めておいて、通行者にインターホンを押してもらって対応するのは衛生

管理上、望ましい対応」との回答を得たと主張しています（資料１の２枚目

②）。貴課が奈良県畜産課に口頭で上記内容、あるいは、奈良県畜産課が上

記のように受け止め得る内容を回答した事実はありますか？　 

３ 　貴課が２０２１年１２月１４日付けで奈良県畜産課長宛に発出した「衛生

管理区域の考え方について（回答）」と題するメール（資料３）は、貴課と

して公道を衛生管理区域に含めることを了解したものですか？ 

４ 　貴課が２０２１年１２月１４日付けで奈良県畜産課長宛に発出した「衛生

管理区域の考え方について（回答）」と題するメール（資料３）を根拠に、

公道を管理する地方公共団体及び警察署に、道路の占用許可・使用許可を求

めることは、メールの趣旨に照らし、適切な対応ですか？ 

５ 　一般論として、公道を所管する警察署などから、公道を含めずに衛生管理

区域を設定し、公道で分断された敷地をそれぞれ柵で囲うよう求められてな

お、都道府県の畜産担当部署が、公道を衛生管理区域に含めることを認める

よう警察署などに求めることは、畜産行政として望ましいものですか？ 
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６ 　一般論として、公道上に門扉を設置することが許可されている一方、一般

通行者に対し防護服着用や消毒を強制することは認められていない公道を、

衛生管理区域に含めることは可能ですか？ 

７ 　一般論として、道路上など防鳥ネットが設置不可能な屋外において、餌が

剥き出しの状態で、餌の混ぜ合わせ作業を行うことは、飼養衛生管理基準不

遵守と判断されるべきですか？ 

以上
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2023年3月14日 京都新聞朝刊 山城地域面
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2023年4月30日 京都新聞朝刊 山城地域面(18頁) いまどどきやましろ「市道占用問題でで進展」
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